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◎

国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計
経
理
規
則
例
（
昭
和
四
十
七
年
保
発
第
四
十
九
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
別
会
計
）

（
特
別
会
計
）

第
一
条

診
療
報
酬
請
求
書
の
審
査
の
業
務
並
び
に
国
民
健
康
保
険
に
係
る
診
療
報

第
一
条

診
療
報
酬
請
求
書
の
審
査
の
業
務
並
び
に
国
民
健
康
保
険
に
係
る
診
療
報

酬
、
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
命
令
（

酬
、
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
（

昭
和
五
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
に
定
め
る
公
費
負
担
医
療
（
以
下
「
公

昭
和
五
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
に
定
め
る
公
費
負
担
医
療
（
以
下
「
公

費
負
担
医
療
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
費
用
、
健
康
保
険
に
係
る
診
療
報
酬
、
出

費
負
担
医
療
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
費
用
、
健
康
保
険
に
係
る
診
療
報
酬
、
出

産
育
児
一
時
金
等
、
「
風
し
ん
の
追
加
的
対
策
に
お
け
る
集
合
契
約
に
つ
い
て
」

産
育
児
一
時
金
等
、
「
風
し
ん
の
追
加
的
対
策
に
お
け
る
集
合
契
約
に
つ
い
て
」

（
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日
付
け
健
発
〇
二
二
二
第
十
二
号
厚
生
労
働
省
健

（
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
二
日
付
け
健
発
〇
二
二
二
第
十
二
号
厚
生
労
働
省
健

康
局
長
通
知
）
に
よ
り
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
委
託
を

康
局
長
通
知
）
又
は
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
ワ
ク
チ
ン
接
種
に

受
け
て
行
う
抗
体
検
査
等
費
用
（
以
下
「
抗
体
検
査
等
費
用
」
と
い
う
。
）
及
び

お
け
る
集
合
契
約
等
に
つ
い
て
」
（
令
和
二
年
十
二
月
二
十
八
日
付
け
健
発
一
二

「
流
行
初
期
医
療
確
保
措
置
に
係
る
事
務
の
委
託
契
約
に
つ
い
て
」
（
令
和
六
年

二
八
第
九
号
厚
生
労
働
省
健
康
局
長
通
知
）
に
よ
り
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。

五
月
十
七
日
付
け
医
政
地
発
〇
五
一
七
第
一
号
厚
生
労
働
省
医
政
局
地
域
医
療
計

以
下
同
じ
。
）
か
ら
委
託
を
受
け
て
行
う
抗
体
検
査
等
費
用
（
以
下
「
抗
体
検
査

画
課
長
通
知
）
に
よ
り
都
道
府
県
か
ら
委
託
を
受
け
て
行
う
流
行
初
期
医
療
の
確

等
費
用
」
と
い
う
。
）
及
び
「
流
行
初
期
医
療
確
保
措
置
に
係
る
事
務
の
委
託
契

保
に
要
す
る
費
用
の
支
払
の
業
務
（
以
下
「
審
査
支
払
業
務
」
と
い
う
。
）
並
び

約
に
つ
い
て
」
（
令
和
六
年
五
月
十
七
日
付
け
医
政
地
発
〇
五
一
七
第
一
号
厚
生

に
レ
セ
プ
ト
電
算
処
理
シ
ス
テ
ム
等
の
経
費
に
関
す
る
○
○
県
国
民
健
康
保
険
団

労
働
省
医
政
局
地
域
医
療
計
画
課
長
通
知
）
に
よ
り
都
道
府
県
か
ら
委
託
を
受
け

体
連
合
会
（
以
下
「
連
合
会
」
と
い
う
。
）
の
経
理
を
一
般
会
計
と
区
分
し
て
行

て
行
う
流
行
初
期
医
療
の
確
保
に
要
す
る
費
用
の
支
払
の
業
務
（
以
下
「
審
査
支

う
た
め
、
診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計
を
設
置
す
る
。

払
業
務
」
と
い
う
。
）
並
び
に
レ
セ
プ
ト
電
算
処
理
シ
ス
テ
ム
等
の
経
費
に
関
す

る
○
○
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
（
以
下
「
連
合
会
」
と
い
う
。
）
の
経
理



を
一
般
会
計
と
区
分
し
て
行
う
た
め
、
診
療
報
酬
審
査
支
払
特
別
会
計
を
設
置
す

る
。


